
 

 

 

委 託 仕 様 書 

１．委託名 駅及び本社一般廃棄物運搬処理業務委託 

 

２．履行場所 千葉都市モノレール株式会社 各駅及び本社(詳細は、以下の通り) 

・千葉みなと駅     千葉市中央区中央港１－１７－１２ 

・市役所前駅     千葉市中央区千葉港地先道路 

・千葉駅      千葉市中央区新千葉１－１－１ 

・栄町駅      千葉市中央区栄町２９－９ 

・葭川公園駅     千葉市中央区中央２－１ 

・県庁前駅     千葉市中央区市場町１－２ 

・千葉公園駅     千葉市中央区弁天３－４６４－１ 

・作草部駅     千葉市稲毛区作草部２－１－１９ 

・天台駅      千葉市稲毛区天台１－１０９５－２ 

・穴川駅      千葉市稲毛区穴川７９－１ 

・スポーツセンター駅    千葉市稲毛区天台６－２１２－６ 

・動物公園駅     千葉市若葉区源町４０７－７ 

・みつわ台駅     千葉市若葉区３－２８ 

・都賀駅      千葉市若葉区都賀３－３１－１ 

・桜木駅      千葉市若葉区桜木７－２０－１ 

・小倉台駅     千葉市若葉区小倉台４－１７３１－１ 

・千城台北駅     千葉市若葉区千城台北１－２－２ 

・千城台駅     千葉市若葉区千城台北３－１－４１８ 

・千葉都市モノレール株式会社本社   千葉市稲毛区萩台町１９９－１ 

計１９ヶ所（駅：１８[いずれも、駅舎内２階部分に集積所あり]、本社：１［敷地内屋外に２ヶ所集

積所あり］） 

 

３．委託概要     本委託は、千葉モノレール各駅及び本社から排出される一般廃棄物（可

燃物・資源物）を清掃工場まで運搬・処理するものである。 

 

４．委託期間 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

５．資格要件  

（１）平成２４・２５年度の千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：廃棄物処理 種目：一般廃

棄物処理［収集・運搬］）に登録されている者。 

（２）千葉市一般廃棄物処理業（収集運搬）の許可を受けている者。（許可証の写しを添付す



 

 

 

るものとする。） 

（３）本店を千葉市内に有すること。（地区区分：市内業者） 

 

６．一般事項 

 （１）法令の遵守 

本委託の履行にあたり、受注者が雇用する者に対して労働基準法、最低賃金法その 

他関係法令を遵守すること。また、発注者から法令の遵守について、書類等の提出を指

示された時は、ただちに提出すること。 

 （２）環境配慮事項 

    千葉市では、環境負荷を低減するため、千葉市環境マネジメントシステム（Ｃ－ＥＭＳ） 

により、省資源・省エネルギーの推進、３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の推進及びグ

リーン購入の推進等をする取組を行っているため、本業務を履行するうえで、可能な限り

環境に配慮すること。 

    また、本業務に従事する職員の環境に関する研修を実施するとともに、発注者から環境

に配慮する書類の提出を求められたときは、ただちに提出すること。 

 （３）本委託において、業務の履行状況が明確にわかる写真（積込み時と運搬先、それぞれ

の場所で、月毎に最低１回以上）を撮影し、毎月の完了報告時に提出すること。また、発

注者側の指示に応じて必要な書類があれば提出すること。 

 （４）受注者は、委託業務の上で本仕様書に明記なきもので必要と思われる作業については、

発注者と協議するものとする。 

 （５）業務完了時に所定の手続きに基づき、委託料の請求をすることができる。ただし、毎月

の完了報告時に処理量のわかる報告書を提出し、発注者の確認を得たうえで、支払うも

のとする。 

 （６）輸配送 

  ア 使用する自動車については次のとおりとする。 

  （ア）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法(平成４年６月３日法律第７０号)の対策地域内で登録可能な自動車

であること。 

  （イ）前記の規定にかかわらず、可能な限り低公害かつ低燃費な自動車を使用すること。 

  イ 履行の確認に関することについては、次のとおりとする。 

  （ア）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証、粒子状物質減少装置装着証明

書等の掲示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

７．業務内容 

 （１）各駅の指定廃棄物集積所より一般廃棄物を収集車に積込み、清掃工場まで運搬・処理

する。 



 

 

 

 （２）収集日は、原則別表のとおりとするが、協議のうえ、決定する。 

（３）駅１８駅は、駅舎が２階部分にあるため収集車を路上に駐車したうえでの作業となる（駐

車場なし）。また、千葉駅を除く１７駅の収集時間は５時３０分から２３時００分までの間で任

意の時間とする。集積場所はいずれも改札内にあるものである。 

なお、千葉駅のみ東口改札前バスロータリーへの車両進入時間が制限されているため、２

３時から０時もしくは、５時３０分から６時００分までの間とする（千葉駅東口改札前バスロー

タリーの車両進入可能時間：２３時００分～６時００分、千葉駅営業時間：５時３０分～０時００

分のため）。 

（４）駅舎下の道路は、交通量が多い時間帯もあるので、他の一般車両に支障をきたさないよ

うに作業する。 

 （５）収集車積込みは、迅速、丁寧に扱い、作業後は集積所の清掃を励行する。 

 （６）収集車積込み時は、発注者の指定したものが立ち会いのもと積込量の確認をするものと

する。 

 （８）千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例に基づき、事業系一般廃棄物管

理票を交付するので、適正に処理し、回付すること。なお、事業系一般廃棄物管理票の

用紙代等は、受注者の負担とし、本委託に含むものとする。 

 （９）受注者は、毎月、一般廃棄物運搬処理量集計表を作成し、提出すること。 

 

８．契約方法  入札により決定した運搬処理費用１ｋｇ当たりの金額に消費税を加算した

金額による、単価契約とする。 

９．支払い方法  毎月の実績に基づき、１ヶ月ごとにまとめて支払うものとする。 

 

１０．年間予定運搬処理量 

別表を参照とする。 

 

１１．運搬処理量の換算値 

 （１）処理量は、容量（ℓ）から重量（㎏）換算することとし、７０ℓ指定袋を１袋6 ㎏とする。 

 （２）計量機付バックマスターによる運搬の場合、処理量は計量機の重量（㎏）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

年間予定運搬処理量及び収集日（平成２４年度実績）            別表 

 

収集箇所 排出量（ｋｇ） ビン/缶/ペット（ｋｇ） 収集日（回/週） 

千葉みなと 6,170  ２ 

市役所前 1,220  ２ 

千葉 81,020 7/826/150 ６ 

栄町 620  １ 

葭川公園 1,000  １ 

県庁前 1,890  ２ 

千葉公園 1,870  ２ 

作草部 1,770  １ 

天台 1,440  ２ 

穴川 1,400  １ 

スポーツセンター 4,780  ３ 

動物公園 3,740  ２ 

みつわ台 2,200  １ 

都賀 7,530  ６ 

桜木 2,380  １ 

小倉台 2,710  ２ 

千城台北 2,570  ２ 

千城台 6,070  ３ 

本社 32,310 480/1,170/1,130 ２ 

合計 160,820 487/1,996/1,280  

 


